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令和５年度４月１日に新設するいじめ防止対策推進課にて勤務す
る弁護士及び心理士を募集しています（いずれも会計年度任用職
員）
募集概要及び勤務条件は添付資料のとおり



旭 川 市 職 員 選 考 採 用

実 施 案 内

会計年度任用職員
（いじめ対策担当弁護士）

旭川市では，令和５年度に新たに設置予定のいじめ防止対策推進部で実施
するいじめ・不登校等の事案対応について，法的見地を踏まえた相談対応を
行うため，弁護士資格を持った会計年度任用職員を募集しています。

児童福祉分野についての高い専門知識を備え，子どもの権利擁護に係る業
務経験がある方や，強い関心・熱意がある方を求めています。

１ 採用予定人員, 配置予定先等

採用予定人員 １ 名

配置予定先 いじめ防止対策推進部 いじめ防止対策推進課

勤 務 内 容 いじめ，不登校等の事案対応に係る法的見地に則った相談，指
導，助言及びこれらに付帯する業務（学校訪問等を含む）

２ 応募資格

資 格 要 件

次の(1)～(3)のすべての要件を満たす方
(1) 司法修習を終了していること
(2) 法律に関する高度な専門知識を有するとともに，申込日現在，弁護士とし
ての実務経験が１年以上あること。

(3) 日本国籍を有する方

※地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条（欠格条項）に該当する方は
応募できません。

（地方公務員法第１６条の主な内容）
○禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな
くなるまでの者

○旭川市職員として懲戒免職の処分を受け，その処分の日から２年を経過しない者
〇日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その
他の団体を結成し，又はこれに加入した者



３ 選考内容等
(1) 選考内容

選考方法 内 容

書類選考 選考申込書による審査を行います。

個人面接 個別面接による選考を行います。

(2) 選考の日時及び場所

日 時 場 所

随時 旭川市子ども総合相談センター
（旭川市１０条通１１丁目）

４ 申込書類，申込方法，受付期間等

(１) 選考申込書(1)・(2)（市指定の様式を使用し，必ず本人が記
入してください。）

(２) 司法修習終了証等の写し
申込書類 ※(１)には写真（上半身・無帽・正面向・６か月以内撮影・

縦４cm×横３cm）をのり付けしてください。
※提出書類等により取得した個人情報については，今回の職員
選考採用の実施のために用い，それ以外の目的には使用いたし
ません。

申込書類を一括して，持参又は郵送により提出してください。
申込方法 郵送の場合は，封筒の表に「選考（いじめ対策担当弁護士）申込

書提出」と朱書きしてください。

申 込 先 〒070-0040 旭川市１０条通１１丁目

及 び 旭川市子ども総合相談センター

問い合わせ先 担当：鎌田・橋本
℡（０１６６）２６－５５０３

令和５年２月２１日（火）から３月１７日（金）まで
（土曜日，日曜日及び祝日を除く。）

受付期間 （受付時間 ８時４５分から17時１５分まで）
郵送の場合は，令和５年３月１７日（金）までの消印のあるもの
に限り受け付けます。

５ 合格発表
選考結果については，郵送により通知します。

６ 合格から採用まで
(1) この選考採用で合格した方は，応募資格(２)に掲げる，弁護士としての１年以上
の実務経験を確認するために在職証明書等を提出していただきます。当該要件を書
面で確認できない場合は採用を取り消します。



(2) 採用時期は令和５年４月１日を予定しています。ただし，合格者の希望を考慮の
上，採用時期を調整することがあります。

(3) 採用後は，いじめ防止対策推進課への配置を予定していますが，採用後配置替え
になる場合があります。

７ 給料
月額 １０７，０００円
【その他諸手当】

時間外勤務手当，通勤手当が支給されます。
住居手当，扶養手当，寒冷地手当等は支給されません。

８ 勤務条件
(1) 任用期間
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

(2) 勤務時間
１週間あたり７時間４５分
勤務日等の詳細については合格者の希望を考慮の上，調整します。

(3) 休 暇
年次有給休暇（勤続年数による変更あり），病気休暇，特別休暇（夏期休暇など）

(4) 社会保険等
適用はありません。

(5) その他
弁護士登録は求めませんが，登録する場合，会費は個人負担になります。

９ その他
会計年度任用職員の給料・報酬などは，旭川市令和５年度予算を財源としていますの

で，予算成立状況により任用期間や勤務時間が一部変更になることがあります。御了承
ください。



旭 川 市 職 員 選 考 採 用

実 施 案 内

会計年度任用職員
（いじめ対策担当心理士）

旭川市では，令和５年度に新たに設置予定のいじめ防止対策推進部で実施
する，いじめ・不登校等の事案対応業務を担う心理士資格を持った会計年度
任用職員を募集しています。

児童生徒を対象とした相談業務経験のある方や，児童福祉に強い関心・熱
意がある方を求めています。

１ 採用予定人員, 配置予定先等

採用予定人員 ２ 名

配置予定先 いじめ防止対策推進部 いじめ防止対策推進課

勤 務 内 容 いじめ・不登校相談窓口における相談対応等の心理士業務

２ 応募資格

資 格 要 件

次のいずれも所持している方
(1) 普通自動車運転免許
(2) 臨床心理士，臨床発達心理士又は公認心理師資格

※地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条（欠格条項）に該当する方は
応募できません。

（地方公務員法第１６条の主な内容）
○禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな
くなるまでの者

○旭川市職員として懲戒免職の処分を受け，その処分の日から２年を経過しない者
〇日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その
他の団体を結成し，又はこれに加入した者



３ 選考内容等
(1) 選考内容

選考方法 内 容

書類選考 選考申込書による審査を行います。

個人面接 個別面接による選考を行います。

(2) 選考の日時及び場所

日 時 場 所

随時 旭川市子ども総合相談センター
（旭川市１０条通１１丁目）

４ 申込書類，申込方法，受付期間等

申込書類 履歴書（別紙）

持参又は郵送により提出してください。
申込方法 郵送の場合は，封筒の表に「選考（いじめ対策担当心理士）履歴

書提出」と朱書きしてください。

申 込 先
〒070-0040 旭川市１０条通１１丁目

及 び
旭川市子ども総合相談センター

問い合わせ先
担当：橋本
℡（０１６６）２６－５５０３

受付期間 随時

５ 合格発表
選考結果については，郵送により通知します。

６ 給料
月額 ２５５，３００円～２６８，８００円
【その他諸手当】

支給要件に該当する場合は時間外勤務手当，期末手当，通勤手当が支給されます。
住居手当，扶養手当，寒冷地手当等は支給されません。

７ 勤務条件
(1) 任用期間
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで



(2) 勤務日等
勤 務 日：月曜日から金曜日（週５日フルタイム勤務）
勤務時間：８時４５分から１７時１５分
休憩時間：１２時１５分から１３時００分
休 日：土日祝及び年末年始（１２月３０日から１月４日）
時間外労働：あり（月平均５時間程度）
休日勤務：なし

(3) 休 暇
本市の規定により，年次有給休暇（任用開始時に付与），夏期休暇などの特別休暇
等を付与します。付与日数は任用期間等により決定します。

(4) 社会保険等
社会保険：加入（共済組合（健康保険），厚生年金保険）
雇用保険：加入

(5) 就業場所
旭川市子ども総合相談センター（旭川市１０条通１１丁目）

８ その他
会計年度任用職員の給料・報酬などは，旭川市令和５年度予算を財源としていますの

で，予算成立状況により任用期間や勤務時間が一部変更になることがあります。御了承
ください。


